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※本文中、 法律名の記載のない条文は、 児童福祉法である 。  
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Ⅰ 荒川区について 
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Ⅰ 荒川区について 

 荒川区は２ ３ 区の北東部に位置し 、区の北東部には隅田川が流れ、東西に都電が走る下町 

情緒あふれる街です。同時に都心への交通利便性が高く 、駅前等を中心に高層マンショ ンも

増え、近年、人口が増え続けていましたが、令和２ 年以降は僅かな増減を繰り 返しています。  

 ○面積     １ ０ ． １ ６ ㎢ 

 ○世帯数  １ ２ ２ ， ０ １ ０ 世帯 

 ○人口   ２ １ ９ ， ２ ６ ８ 人   ※いずれも令和６ 年１ 月１ 日現在 

  

１  荒川区の総人口の推移 

  荒川区の人口は平成７ 年に、最小と なる １ ７ ６ ， ８ ８ ６ 人を記録しましたが、その後は

増加に転じ 、平成２ ２ 年以降は２ ０ 万人を超え、令和６ 年１ 月１ 日現在で２ １ ９ ， ２ ６ ８

人と なっています。  
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２  荒川区の児童人口 

 直近の５ 年間において、 荒川区の総人口及び児童人口は僅かな増減を繰り 返しています。

５ 年前に比べると 総人口は 3 ,7 5 0 人増加しているのに対し 、児童人口は 70 8 人減少してい

る状況です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和元年度 令和 2 年度 令和３ 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

1 5 -1 7 歳 4 ,5 4 9  4 ,6 0 7  4 ,5 3 3  4 ,5 7 9  4 ,7 0 2  4 ,9 0 0  

1 2 -1 4 歳 4 ,5 1 0  4 ,6 2 5  4 ,7 6 5  4 ,7 9 8  4 ,8 3 2  4 ,8 5 4  

9 -1 1 歳 4 ,8 1 6  4 ,8 1 9  4 ,8 1 2  4 ,7 7 1  4 ,8 6 0  4 ,8 6 2  

6 -8 歳 4 ,8 2 7  4 ,9 3 5  4 ,9 2 7  5 ,0 2 5  4 ,9 3 8  4 ,8 1 7  

3 -5 歳 5 ,3 0 6  5 ,2 3 9  5 ,0 8 8  4 ,7 9 7  4 ,7 0 5  4 ,5 2 5  

0 -2 歳 5 ,1 6 0  5 ,1 2 3  4 ,8 8 0  4 ,6 9 5  4 ,5 7 6  4 ,5 0 2  

0 -5 歳 1 0 ,4 6 6  1 0 ,3 6 2  9 ,9 6 8  9 ,4 9 2  9 ,2 8 1  9 ,0 2 7  

6 -1 4 歳 1 4 ,1 5 3  1 4 ,3 7 9  1 4 ,5 0 4  1 4 ,5 9 4  1 4 ,6 3 0  1 4 ,5 3 3  

合計： 0 -1 7 歳 2 9 ,1 6 8  2 9 ,3 4 8  2 9 ,0 0 5  2 8 ,6 6 5  2 8 ,6 1 3  2 8 ,4 6 0  

平成 3 0 年度と 比較した増加率 - 0 .6 2 %  -0 .5 6 %  -1 .7 2 %  -1 .9 0 %  -2 .4 3 %  

総人口 2 1 6 ,0 6 3  2 1 7 ,1 6 7  2 1 6 ,3 3 5  2 1 5 ,3 6 1  2 1 7 ,2 3 3  2 1 9 ,8 1 3  
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Ⅱ 基礎自治体の児童相談所と して 
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Ⅱ 基礎自治体の児童相談所と して 

 荒川区では、未来社会の守護者である子ども を自分たちで守ると し 、こ れまで以上に子ど

もや家庭に対する切れ目ない相談体制を整備するために、令和２ 年４ 月にそれまでの「 子ど

も家庭支援センター」 機能と 児童相談所機能を併せ持った「 子ども家庭総合センター」 を開

設しました。同年７ 月からは児童相談所業務を開始し 、区民に身近な基礎自治体と して、子

ども と 子ども を取り 巻く 課題の解決に力を発揮できる と 共に、 こ れまで以上に地域に近く 、

寄り 添った支援体制を構築しています。また、困難な事例に対しては、児童相談所と しての

法的権限を行使し 、厳しい対応を取るこ と で、子ども の安全・ 安心を守るこ と ができるよ う

になり ました。  

 

１  区における児童相談所の設置（ 荒川区子ども家庭総合センターの沿革）  

 特別区が児童相談所を設置できるよ う になり 、荒川区子ども家庭総合センターにおいて児

童相談所業務を開始するに至った経緯は、 次のよ う になっています。  

 

Ｈ2 0 .6  

 

 

Ｈ 2 4 .2  

 

 

 

Ｈ 2 5 .1 1  

 

 

Ｈ 2 8 .3 .1 0  

 

 

 

Ｈ 2 8 .3 .2 9  

 

 

Ｈ 2 8 .5  

 

 

都区のあり 方検討委員会幹事会において、児童相談所設置などに関する事務

について区へ移管する方向で検討するこ と で一致。  

 

児童相談所のあり 方等児童相談行政に関する検討会を設置し 、都区の現行の

役割分担の下での課題と 対応策及び児童相談行政の体制のあり 方について

検討を開始。  

 

区長会総会で、 区側で検討した「 特別区児童相談所移管モデル」 を了承。 都

に検討の再開を申し入れ。  

 

国の社会保障審議会児童部会に設置された「 新たな子ども家庭福祉のあり 方

に関する専門委員会報告（ 提言）」 の中で、「 原則と して中核市及び特別区に

は児相相談所機能をもつ機関の設置を求め（ 以下略）」 と 記述。  

 

国は「 政令で定める特別区は、 児童相談所を設置するも のと する 」 と いう 改

正を含めた「 児童福祉法等の一部を改正する法律案」 を閣議決定。  

 

「 児童福祉法等の一部を改正する法律」 が成立し 、政令で定める特別区が児

童相談所を設置するこ と が可能になる 。  
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Ｈ29 .2  

 

 

Ｈ 3 0 .1 1  

 

 

 

Ｈ 3 1 .3  

 

Ｒ 1 .8 .3 0  

 

Ｒ 2 .4 .1  

 

Ｒ 2 .7 .1  

区長会総会で、 世田谷区、 荒川区、 江戸川区の３ 区をモデル的確認実施区と

して、 計画案の確認作業を開始する 。  

 

３ 区（ 世田谷区・ 荒川区・ 江戸川区） と 厚生労働省と の間で、 児童相談所設

置市の政令指定に向けた協議を開始。 また、 ３ 区と 各所管児童相談所と の間

で、 ケースの引継ぎに関する協議を開始。  

 

３ 区と 都の所管部署と の間で、 児童相談所設置市事務の引継ぎを開始。  

 

荒川区を児童相談所設置市に指定する政令が公布。  

 

荒川区子ども家庭総合センターを開設。  

 

荒川区子ども家庭総合センターにおいて、 児童相談所業務を開始。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川区のシンボルキャラ ク ター 

あら坊と 妹のあらみぃ  
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２  荒川区子ども家庭総合センターについて 

（ １ ） 所在地  

住所 荒川区荒川１ －５ ０ －１ ７  

   電話 ０ ３ －３ ８ ０ ２ －３ ７ ６ ５  ファ ッ ク ス  ０ ３ －３ ８ ０ ２ －３ ７ ８ ７  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○アク セス  ・ Ｊ Ｒ 常磐線「 三河島」 駅下車 徒歩９ 分 

        ・ 都電荒川線「 荒川区役所前」 停留所下車 徒歩４ 分 

        ・ 都営バス 「 荒川区役所前」 停留所下車 徒歩３ 分 

        ・ コ ミ ュニティ バスさ く ら 「 荒川区役所」 停留所下車 徒歩３ 分 

（ ２ ） 組織及び事務分掌 

 荒川区子ども家庭総合センターは、 以下のよ う な体制で運営しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     （ 令和 7 年４ 月１ 日現在）      

児童心理係

一時保護係

所長 副所長 管理係

児童福祉係

在宅支援係相談担当課長



8 

 係ごと の主な業務は次のと おり です。  

管理係 
・ 予算、 決算、 庁舎管理等、 課の庶務 

・ 措置費関連事務 等 

児童福祉係 
・ 虐待、 非行、 障害についての相談対応、 指導等 

・ 児童虐待の防止に関するこ と  等 

在宅支援係 

・ 養育、 育成上の相談対応、 支援等 

・ ショ ート ステイ事業、 要保護児童対策地域協議会に関するこ と  

・ 里親支援事業に関するこ と  等 

児童心理係 

・ 医学診断及び治療指導に関するこ と  

・ 心理診断及び治療指導に関するこ と  

・ 愛の手帳の判定及び交付に関するこ と  等 

一時保護係 
・ 一時保護中の生活指導、 学習指導、 行動観察、 行動診断等 

・ 一時保護中の健康管理 等 

 

（ ３ ） 利用案内 

 ①次のよ う な相談をお受けしています。  

  荒川区子ども家庭総合センターは、子育てで心配なこ と などを、子どもや保護者と 一緒

に解決していく 専門の相談機関です。  

  下記の相談内容は一例です。ご相談内容によっては他の専門機関をご紹介する場合も あ

り ます。  

 【 保護者からの相談】  

  ○急な病気で子ども を育てられない 

  ○子ども を施設や里親に預けたい 

  ○子育ての協力者がいない 

  ○子ども が家出したり 無断で外泊したり する  

  ○子ども が家族に暴力を振る う   

  ○子ども がお金を払わず店の商品を持ち帰る  

  ○人見知り や夜泣きがひどい 

  ○友達と 仲良く 遊べない 

  ○不登校や思春期で困っている  

  ○しつけの仕方が分からない 

  ○子ども をかわいいと 思えない 

  ○イ ラ イ ラ して子ども につら く あたってし まう  

  ○愛の手帳（ 知的障害者手帳） の手続きをしたい        など  
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【 子ども からの相談】  

 ○家に帰るのが怖い 

 ○学校に行きたく ない 

 ○友達にいじめられる         など  

 

 ②相談のすすめ方 

  荒川区子ども家庭総合センターでは、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師など専門

スタ ッ フが相談にあたり ます。  

  ○調査や検査をも と にして、 安定した子育てができるよ う に話し合います。  

  ○必要に応じて、 学校などの関係機関と 連携し 、 ご家庭を支援します。  

  ○必要に応じて、お子さ んを一時的にお預かり したり 、児童福祉施設への入所を調整し

ます。  

 

 ③相談受付時間 

  月曜日～金曜日 ８ ： ３ ０ ～１ ７ ： １ ５ （ 土日・ 祝日・ 年末年始除く ）  

  ※来所相談には原則と して事前予約が必要です。  

 

（ ４ ） 主な事業 

 荒川区子ども家庭総合センターでは、子ども と 家庭を支援する様々な事業を実施していま

す。 代表的な事業を記載していますが、 こ のほかにも 子育てを支援する多く の事業があり 、

区内の関係各所と 連携して、 荒川区の子ども を守っています。  

 

 ①里親制度 

  様々な理由によ り 保護者と 一緒に生活するこ と ができない子ども を、家族の一員と して

家庭に迎える「 里親制度」 推進のため、 様々な事業を実施しています。 随時、 区報やホー

ムページでお知らせします。  

  また、里親に関心のある方、詳しい説明を聞いてみたい方を対象に、個別説明会を開催

しています。  

 

 ②ショ ート ステイ  

  保護者の病気、出産、育児疲れ等によ り 、中学３ 年生までの子ども の養育が一時的に困

難と なった場合に、 宿泊又は日帰り でご利用いただけます。  

  乳児院や児童養護施設でお預かり する場合と 、区内の協力家庭でお預かり する場合があ

り ます。 お預かり している間も 園や学校に通う こ と ができ （ 乳児院を除く ）、 原則７ 日以
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内の利用で、 所得に応じて利用料の本人負担があり ます。  

  また、 ２ 歳から中学３ 年生の子ども のショ ート ステイを実施する「 協力家庭」 も 募集し

ています。  

 

 ③電話相談窓口 

  ２ ４ 時間３ ６ ５ 日利用できる電話相談窓口を開設しています。 通話料は無料です。  

  ○あら かわキッ ズ・ ファ ミ リ ーコール２ ４  ０ １ ２ ０ －５ ３ ６ －８ ８ ３  

   妊娠・ 出産・ 育児の悩みを看護師等の専門スタ ッ フがお受けしています。妊娠中の方

又は１ ８ 歳未満の子ども のいる保護者が対象です。  

  ○児童相談所虐待対応ダイヤル １ ８ ９ （ いち・ はや・ く ）  

   虐待を受けたと 思われる子ども を発見した場合、児童虐待の防止等に関する法律第６

条によ り 、速やかに児童相談所等に連絡する義務があり ます。相談者と その内容に関す

る秘密は守られますので、 以下のよ う なと きには、 すぐにお電話く ださ い。  

  ・ あの子、 も しかしたら虐待を受けているのかし ら… 

  ・ 子育てが辛く てつい子ども にあたってし まう … 

  ・ 近く に子育てに悩んでいる人がいる…        など  
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３  荒川区子ども家庭総合センター（ 児童相談所） で取り 扱う 児童相談・ 援助 

 荒川区子ども家庭総合センターでは、様々な相談に対応しています。子ども の虐待の件数

は全国的にみて、年々増加傾向にあり 、荒川区でも児童相談所業務開始後の相談内容の動向

を注視し 、 必要な施策を展開していく 必要があり ます。  

 こ こ では、 子ども家庭総合センターで受け付ける相談の種類を法的に分類します。 また、

法的な援助の種類についても多岐にわたっており 、 それらについても分類します。  

 

（ １ ） 相談の種類 

相談区分 内  容 

養護相談 
被虐待相談、 養育困難相談（ 保護者の家出、 失踪、 死亡、 離婚、

入院、 就労及び服役等）、 迷子等に関する相談 

保健相談 
一般的健康管理に関する相談 

（ 乳児、 虚弱児、 疾病等に関するこ と 等）  

障害相談 
知的障害相談（ 愛の手帳の相談含む）、 こ と ばの遅れ相談 

肢体不自由相談、 重症心身障害相談などの障害に関する相談 

非
行
相
談 

ぐ犯等相談 

虚言癖、 金銭持ち出し 、 浪費癖、 家出、 浮浪、 暴力、 性的逸脱等

のぐ犯行為※１ 、 問題行動のある児童、 警察署から ぐ犯少年と し

て通告のあった児童等に関する相談 

触法行為等相談 

触法行為※２ があったと し て警察署から 第２ ５ 条によ る通告又

は少年法第６ 条の６ による送致のあった児童、犯罪少年※３ に関

して家庭裁判所から送致のあった児童等に関する相談 

育
成
相
談 

不登校相談 
学校、 幼稚園、 保育所に登校（ 園） できない、 していない状態に

ある児童に関する相談 

性格行動相談 

友達と 遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙※４ 、家庭内暴力、

生活習慣の著し い逸脱等性格又は行動上の問題を有する児童に

関する相談 

しつけ相談 
家庭内における幼児のしつけ、 遊び、 育児、 こ と ばの遅れに関す

る相談 

適性相談 学業不振、 進学、 就職等の進路選択に関する相談 

その他の相談 措置変更、 在所期間延長に関する相談等 

里親に関する相談 
養育家庭、 養子縁組里親、 専門養育家庭、 親族里親と しての養育

を希望する方からの相談 
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※１  ぐ犯行為： 保護者の正当な監督に服しない性癖のある こ と など一定の事由があって、

その性格又は環境に照ら して、将来、罪を犯す、または刑罰法令に触れるおそれのあ

る少年の行為をいいます。  

※２  触法行為： １ ４ 歳未満の者が行った刑罰法令に触れる行為をいいます。  

※３  犯罪少年： 罪を犯した１ ４ 歳以上２ ０ 歳未満の少年をいいます。  

※４  緘黙（ かんも く ）： 話す能力があるにも関わらず、 心理的原因等で、 学校等の特定場

面、 あるいは生活全般で話さ ない状態をいいます。  

 

（ ２ ） 援助の種類 

 ①措置によるも の 

区 分 内 容 

訓戒・ 誓約書の提出 

（ ２ ７ 条１ 項１ 号）  

誓約書の提出は、 注意を与えるだけでは足り ない場合に、

児童または保護者に再び同じ よ う な問題行動をしないと 約

束させ、 書類を提出させる 。  

児童福祉司指導 

（ ２ ６ 条１ 項２ 号）  

（ ２ ７ 条１ 項２ 号）  

（ 虐待防止法１ １ 条１ 項）  

・ 家庭環境に起因する複雑な問題を有する児童等、 援助に

専門的知識、 技術を要するケースに対して、 来所又は家

庭訪問等の方法によ り 継続的に行う 指導。  

・ 児童虐待を行った保護者に対して行う 指導。  

児童委員指導 

（ ２ ７ 条１ 項２ 号）  

問題が家庭環境にあり 、 児童委員による家族間の人間関係

の調整等によ り 解決すると 考えられるケースについて、 児

童委員に指導を依頼する 。  

福祉事務所送致等 

（ ２ ６ 条１ 項４ 号）  

・ 知的障害者福祉司又は社会福祉主事による指導が適当な

場合。  

・ 助産施設、 母子生活支援施設、 保育所の利用等を要する

と 認められる場合。  

・ １ ５ 歳以上の児童について、 身体障害者更生援護施設、

知的障害者更生施設、 授産施設に入所さ せる こ と が適当

である と 認められる場合。  

里親委託 

（ ２ ７ 条１ 項３ 号）  

①養子縁組を目的と せずに一定期間養育する 「 養育家庭」、

②障害児等の専門的ケアを必要と する児童を一定期間養育

する「 専門養育家庭」、③養子縁組を目的と して養育する「 養

子縁組里親」、④保護者が行方不明等の状態にある児童の扶

養義務者等である親族が養育する 「 親族里親」 に対し 、 児

童の養育を委託する 。  
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区 分 内 容 

小規模住居型児童養育事業

委託（ ２ ７ 条１ 項３ 号）  

一定の要件を備えた養育者の住居で５ ～６ 人の児童を養育

する事業を行う 者に対し 、 児童を委託する 。  

児童福祉施設等入所 

（ ２ ７ 条１ 項３ 号）  

（ ２ ７ 条の２ ）（ ３ １ 条）  

乳児院、 児童養護施設、 障害児入所施設、 児童自立支援施

設等に入所させる 。  

指定発達支援医療機関委託 

（ ２ ７ 条２ 項）  

国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構

の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するも の

に、 児童を委託する 。  

家庭裁判所送致 

（ ２ ７ 条１ 項４ 号）  

（ ２ ７ 条の３ ）  

家庭裁判所の審判に付するこ と が適当である児童、 強制的

措置を必要と する児童等を家庭裁判所に送致する。  

※少年法第３ 条第２ 項、 ６ 条７ 項 

家庭裁判所家事審判請求 

（ ２ ８ 条）  

（ ３ ３ 条の７ ・ ８ ・ ９ ）  

児童福祉施設等の入所の承認の請求、 親権一時停止・ 親権

喪失・ 管理権喪失の請求（ 民法８ ３ ４ 条・ ８ ３ ５ 条）、 未成

年後見人選任（ ８ ４ ０ 条）・ 解任（ ８ ４ ６ 条） の請求を行う 。 

 

 ②措置によら ないも の 

区 分 内 容 

助言指導 

（ １ １ 条１ 項２ 号ニ）  

助言、 情報提供等の適切な方法によ り 、 児童の有する問題

が解決される と 考えられる場合の指導。 愛の手帳の判定、

電話相談による助言など。  

継続指導 

（ １ １ 条１ 項２ 号ニ）  

児童、 保護者等を児童相談所に通所させ、 あるいは必要に

応じて訪問する等の方法によ り 、 継続的にソ ーシャルワー

ク 、 心理療法、 カウンセリ ング等を行う 。  

他機関あっせん・ 紹介 

（ １ １ 条１ 項２ 号ニ）  

児童相談所の持つ機能以外の対応について、 他の関係機関

をあっせん・ 紹介する 。  

児童自立生活援助 

（ ３ ３ 条の６ ）  

義務教育終了後、 児童養護施設等を退所した児童又はその

他の児童で、 自立を図るため必要な場合において、 その児

童から申込みがあったと きは「 自立援助ホーム」 に入所さ

せて、 社会的自立に向けた援助を行う 。  
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（ ３ ） その他 

区 分 内  容 

意見付与 

（ ２ ４ 条の３ 第３ 項）  

障害児施設給付費の要否の決定に際し 、 児童相談所長の意

見を付与する 。  

立入調査 

（ ２ ９ 条）  

（ 虐待防止法９ 条１ 項）  

児童虐待が行われているおそれがあると 認めると き 、 又は

保護者による児童虐待等の場合における措置をと るため必

要があると 認めた時は、 児童相談所長は児童委員又は児童

福祉司をして、 児童の住所等に立ち入り 、 必要な調査又は

質問をするこ と ができる 。  

正当な理由がなく 立入調査を拒否する等の職務妨害等に対

しては、 罰則規定がある 。（ ６ １ 条の５ ）  

一時保護・ 一時保護委託 

（ ３ ３ 条１ ～１ ０ 項）  

（ 虐待防止法８ 条）  

 

児童相談所長は、 児童の安全を迅速に確保し適切な保護を

図るため、 又は児童の心身の状況、 その置かれている環境

その他の状況を把握するため、 児童等を一時保護し 、 また

児童福祉施設等に一時保護委託するこ と ができる 。  

面会・ 通信の制限 

（ 虐待防止法１ ２ 条）  

虐待を受けた児童で施設等入所中や一時保護中に、 虐待を

行った保護者の面会又は通信を制限するこ と ができる 。  

接近禁止命令 

（ 虐待防止法１ ２ 条の４ ）  

上記の面会・ 通信制限を受けている場合で必要があると 認

めると きは、 児童の身近に付きまと い又は付近を徘徊しな

いよ う 命ずるこ と ができる 。（ 虐待防止法第１ ８ 条に罰則規

定がある ）  

同居児童の届け出 

（ ３ ０ 条）  

４ 親等内の児童以外の児童を一定期間同居さ せている者に

対し 、 届出義務を課し 、 虐待や人身売買のよ う な子ども の

権利侵害が発生しないよ う 児童の保護を図る 。  

所長の親権代行 

（ ３ ３ 条の８ の２ ）  

児童相談所長は、 未成年後見人の選任の請求に係る児童等

に対し 、 親権を行う 者又は未成年後見人があるに至るまで

の間、 親権を行う 。  

再出頭要求 

（ 虐待防止法９ 条の２ ）  

保護者が上記の出頭要求または立入調査を正当な理由なく

拒み、 妨げ、 又は忌避した場合において、 児童虐待が行わ

れているおそれがある と 認められる と きは、 当該児童の保

護者に対し 、 当該児童を同伴して出頭するこ と を求め、 児

童委員又は児童の福祉に関する 事務に従事する職員をし

て、 必要な調査又は質問をさせるこ と ができる 。  
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区 分 内  容 

臨検・ 捜索 

（ 虐待防止法９ 条の３ ）  

保護者が正当な理由なく 立入調査に応じ ない場合におい

て、 児童虐待が行われている疑いがある と きは、 地方裁判

所、 家庭裁判所又は簡易裁判所の許可状によ り 、 当該児童

の住所も し く は居所に臨検さ せ、 又は当該児童を捜索させ

るこ と ができる 。  
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４  荒川区子ども家庭総合センター（ 児童相談所） の相談の流れ 
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【 児童相談所の会議】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 受理会議】  

 児童相談所で受け付けた相談事例について、児童福祉司、児童心理司、その他関係職員

で、 調査及び診断の方針、 判定、 一時保護の要否等を検討し 、 最も適切で効果的な相談援

助方法を検討するために開かれる会議です。虐待通告等緊急対応を要する場合は、安全確

認の時期や方法の検討も含めた緊急受理会議を開催します。  

【 ブロ ッ ク 会議】  

 児童の援助方針に関する基礎的な協議単位（ 地域別） であり 、児童福祉司、児童心理司、

その他関係職員で、受理ケースの情報の共有化を図り 、ケースの援助の提案に至るまでの

各診断の進め方や、 援助方針について意見を出し合い検討するために開かれる会議です。 

【 援助方針会議】  

 調査、 診断、 判定等の結果に基づき 、 その児童、 保護者等に対する最も適切で効果的な

援助方針を作成、確認するために開かれる会議です。 また、措置の決定等緊急に援助方針

を要する場合は、 緊急援助方針会議を開催します。  
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Ⅲ 荒川区子ども家庭総合センター事業概要 
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Ⅲ 荒川区子ども家庭総合センター事業概要 

 荒川区子ども家庭総合センターは、令和２ 年７ 月に児童相談所業務を開始し 、児童相談所

と しての統計を取り 始めました。そのため、令和２ 年度の統計は、令和２ 年７ 月から令和３

年３ 月までの９ か月分の数値と なっています。  

 

１  全国及び東京都の状況 

（ １ ） 相談受理件数の推移 

 全国の相談受理件数は、近年は年度によ り 増減があり つつも 、下図のと おり 増加傾向で推

移しています。（ 全国の令和６ 年度件数については、 令和７ 年９ 月１ 日現在未公表）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、 東京都の相談受理件数についても 、 増え続けている状況です。（ 東京都の令和６ 年

度件数については、 令和７ 年９ 月１ 日現在未公表）  

（ ２ ） 児童虐待相談対応件数の推移 
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 児童相談所に寄せられる相談の中でも 、社会的に大きな課題と なっているのが児童虐待相

談です。国では、心理的虐待に係る相談対応件数の増加や、警察等からの通告等による児童

虐待相談対応件数の増加が主な増加要因と みています。（ 全国の令和６ 年度件数については、

令和７ 年９ 月１ 日現在未公表）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、 東京都における児童虐待相談対応件数は、 下図のと おり です。（ 東京都の令和６ 年

度件数については、 令和７ 年９ 月１ 日現在未公表）  
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２  荒川区子ども家庭総合センターの相談受付状況 

（ １ ） 経路別受付状況 

相談経路は、「 家族・ 親戚」「 警察等」 の割合が大き く 、 次いで「 学校等」「 保健所」 と な

っています。子ども家庭総合センター開設以降、関係機関と の連携の重要性を踏まえ、定期

的に会議等を開催し顔の見える関係を構築してきたこ と が、関係機関からの相談件数の増加

に繋がっているも のと 考えられます。  

 

 

◆経路別受付状況（ 令和５ 年度～令和６ 年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家

族

・

親

戚

近

隣

・

知

人

児

童

本

人

児

童

相

談

所

福

祉

事

務

所

児

童

委

員

保

健

所

医

療

機

関

保

育

所

・

児

童

福

祉

施

設

警

察

等

学

校

等

家

庭

裁

判

所

そ

の

他

合

計

令和5年度 3 6 6 1 1 4 1 7 4 2 1 6 1 5 1 1 6 2 8 2 6 9 9 6 5 2 0 7 1 ,2 2 8

(うち、虐待相談) 8 1 5 9 1 2 2 1 9 0 1 5 8 2 2 2 4 6 7 3 0 1 0 4 6 5 0

令和6年度 3 7 1 6 9 1 8 3 9 3 0 0 8 7 2 0 6 2 2 9 2 1 0 9 6 2 1 9 1 ,3 2 2

(うち、虐待相談) 9 2 2 8 7 2 1 2 1 0 9 1 1 3 9 2 3 0 8 9 0 1 0 5 6 5 2

割合 2 8 .1 % 5 .2 % 1 .4 % 3 .0 % 2 .3 % 0 .0 % 6 .6 % 1 .5 % 4 .7 % 2 2 .1 % 8 .2 % 0 .5 % 1 6 .6 % 1 0 0 %

※割合は四捨五入しているため、合計が１００％にならない

※令和6年度は速報値
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（ ２ ） 相談内容別受付状況  

荒川区の相談受付状況を相談種別ごと にみると 、約半数は児童虐待相談であるこ と が特徴

と してげられます。  

 

◆相談内容別受付状況（ 令和５ 年度～令和６ 年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 令和６年度

児童虐待 6 5 7 6 5 7

その他 1 6 2 2 4 3

0 1

肢体不自由 7 0

視覚障害 0 0

言語発達障害等 0 0

重症心身障害 0 0

知的障害 1 2 2 1 0 2

発達障害 1 1

ぐ犯行為等 1 7 2 3

触法行為等 6 6

性格行動 8 8 1 0 9

不登校 2 1 1 2

適性 5 0

育児・しつけ 3 6 3 1

1 0 6 1 3 7

1 ,2 2 8 1 ,3 2 2

その他の相談

合計

相談種別

養護相談

保健相談

障害相談

非行相談

育成相談
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（ ３ ） 男女別・ 年齢別受付状況 

令和６ 年度における男女別、 年齢別の受理件数は、 下表のと おり です。  

０ 歳を除く 全ての年齢層において児童虐待相談が最も多い件数と なっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児

童

虐

待

相

談

そ

の

他

の

相

談

肢

体

不

自

由

相

談

視

覚

障

害

相

談

言

語

発

達

障

害

等

相

談

重

症

心

身

障

害

相

談

知

的

障

害

相

談

発

達

障

害

相

談

ぐ

犯

行

為

等

相

談

触

法

行

為

等

相

談

性

格

行

動

相

談

不

登

校

相

談

適

性

相

談

育

児

・

し

つ

け

相

談

男 3 7 2 1 1 5 0 0 0 0 0 7 0 1 1 0 5 7 6 4 0 2 2 6 9 7 4 4

女 2 8 5 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1 3 1 3 3 8 0 9 6 1 5 5 4

不明 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 4

０歳 4 2 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 9 1 3 5

１歳 3 5 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 8 6 3

２歳 5 2 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 1 1 8 6

３歳 3 9 1 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 7 7 2

４歳 3 5 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 7 6 5

５歳 4 4 7 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 3 9 7 1

６歳 4 1 6 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 8 0 0 0 4 7 3

７歳 4 6 8 0 0 0 0 0 3 0 1 0 6 0 0 0 4 6 8

８歳 4 9 1 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0 0 0 8 8 5

９歳 4 3 9 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 5 0 0 0 6 7 8

１０歳 4 9 1 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 2 3 0 0 4 8 9

１１歳 3 5 6 0 0 0 0 0 4 0 1 3 6 2 0 0 5 6 2

１２歳 3 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 9 1 0 0 4 7 4

１３歳 3 0 5 0 0 0 0 0 7 0 2 2 1 4 2 0 0 3 6 5

１４歳 2 3 8 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 5 2 0 0 7 6 1

１５歳 2 7 7 0 0 0 0 0 3 0 6 0 8 1 0 0 4 5 6

１６歳 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 1 0 0 3 5 5

１７歳 1 5 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 6

１８歳
以上

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

年齢不詳 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6

6 5 7 2 4 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 6 1 0 9 1 2 0 3 1 1 3 7 1 ,3 2 2合計

年

齢

別

計

そ

の

他

の

相

談

保

健

相

談

障害相談 非行相談 育成相談

男

女

別

養護相談
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（ ４ ） 児童虐待に対する児童相談所と しての対応 

 荒川区の児童虐待の内容別の状況は以下のと おり です。  

 

◆荒川区の虐待内容別対応状況（ 令和５ 年度～令和６ 年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども への虐待は、子ども の心身の成長及び人格の形成に多大な影響を与えると 共に、次

の世代に引き継がれる恐れも あるも のであり 、子ども に対する最も重大な権利侵害です。子

ども の虐待の予防や虐待の問題を解消するための援助は一つの機関や職種のみではなし え

ません。 こ のため、 子ども家庭総合センター、 学校、 保育園、 保健所、 警察、 医療機関、 児

童委員等の関係機関による要保護児童対策地域協議会等を通して、共通の認識のも と に関係

機関の特性を生かした役割分担による連携協力体制を確立し 、予防や支援にあたっています。 

児童相談所が虐待の通告・ 相談を受けた時は、 P１ ６ の流れに沿って、 援助の方針を決定

していきます。  

虐待の通告内容、訪問・ 調査結果等から 、緊急に児童の安全確保が必要と 判断される場合

は、一時保護等によ り 児童を保護します。 子ども の安全確認・ 確保ができない場合は、警察

署長に援助を求め、児童福祉法第２ ９ 条及び虐待防止法第９ 条によ り 「 立入調査」 を行った

り 、 状況に応じて、「 出頭要求」「 臨検捜索」 等を行ったり するこ と も あり ます。  

また、 親権者の意に反して長期間（ ２ か月を超える ） 保護する場合や、保護者の同意が得

られない施設入所等の措置をと る際には、家庭裁判所に承認を得る必要があり 、司法と の連

携も強化されてきています。    

 

 

 

 

 

 

令和５年度 令和６年度

身体的虐待 1 9 1件 1 6 3件

性的虐待 2件 4件

心理的虐待 4 0 5件 4 0 3件

保護者の怠慢・拒否（ネグレクト） 5 2件 8 2件

合計 6 5 0件 6 5 2件
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虐待を受けている子どもや様々な問題を抱えている満１ ８ 歳に満たない要保護児童・  

要支援児童、 その保護者と 特定妊婦への適切な支援を図るために、 必要な情報の交換を 

行う と と も に、 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行っています。  

※要保護児童…保護者のいない又は保護者に監護させるこ と が不適当であると  

認められる児童 

※要支援児童…保護者の養育を支援するこ と が特に必要と 認められる児童 

※特定妊婦…出産後の養育について、 出産前において支援を行う こ と が特に必要と  

認められる妊婦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ５ ） 警察からの児童通告 

 荒川区には３ つの警察署（ 荒川警察署、 南千住警察署、 尾久警察署） があり 、 児童相談所

と の連携を強化しています。  

 １ １ ０ 番通報などによ り 警察官が臨場し 、子ども の安全が家庭では確保されないと 判断さ

れた場合等には「 身柄付通告」 と し て児童相談所に通告され、原則と して一時保護するこ と

になり ます。児童を保護する状況になく と も 、児童相談所の指導が必要と さ れる場合には通

告されます。  

◆要保護児童対策地域協議会と は
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 荒川区における警察からの通告については、 以下のと おり です。  

 

◆警察からの通告件数（ 令和５ 年度～令和６ 年度）  

 令和５ 年度 令和６ 年度 

通告件数 ２ ６ ９ 件  ２ ９ ０ 件  

（ う ち身柄付通告）  （ ２ ５ 件）  （ ３ ４ 件）  

 

◆警察からの通告の相談別内訳（ 令和５ 年度～令和６ 年度）  

 令和５ 年度 令和６ 年度 

被虐待 ２ ３ ４ 件  ２ ３ ６ 件  

非行 ６ 件  １ ４ 件  

その他 ２ ９ 件  ４ ０ 件  

合計 ２ ６ ９ 件  ２ ９ ０ 件  

 

 

 荒川区は、地域の見守り や学校・ 教育委員会、警察署と の日ごろからの連携によ り 、 身柄

付通告が比較的少ない地域です。今後も 、 こ う いった状況が維持されるよ う 、関係各部署と

の連携を強化していきます。  
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３  一時保護の状況 

（ １ ） 一時保護所における一時保護 

荒川区子ども家庭総合センターが運営する一時保護所は定員１ ０ 名で、家庭的な雰囲気を

大切にすると と も に、児童にと って最も安心・ 安全な状況で保護できるよ う 環境を整えてい

ます。また、東京都や他区の児童相談所と 相互利用のための協定を結び、東京都や他区から

の児童（ 受託児童） も 受け入れています。  

 

◆一時保護所の状況 

 

年間保護実人員 
年間保護 

延日数 
前年度から  

継続 
新規入所 合計 

令和５ 年度 １ ３ 人 ７ ６ 人 ８ ９ 人 ３ ， ３ ９ ７ 日 

( う ち受託児童を除く )  ( １ ３ 人)  ( ６ ７ 人)  ( ８ ０ 人)  ( ３ ， ２ ３ ５ 日)  

令和６ 年度 １ ０ 人 ８ ５ 人 ９ ５ 人 ４ ， ２ ９ ５ 日 

( う ち受託児童を除く )  ( １ ０ 人)  ( ８ ４ 人)  ( ９ ４ 人)  ( ４ ， ２ ７ ６ 日)  

 

◆退所児童の平均保護日数 

 
年間退所児童数 

（ Ａ ）  

保護延日数 

（ Ｂ ）  

退所児童１ 人当たり  

平均保護日数 

（ Ｂ ／Ａ ）  

令和５ 年度 ７ ９ 人 ３ ， ３ ９ ２ 日 ４ ３ 日 

( う ち受託児童を除く )  ( ７ ０ 人)  ( ３ ， ２ ３ ０ 日)  ( ４ ６ 日)  

令和６ 年度 ８ ３ 人 ３ ， ６ ７ ３ 日 ４ ４ 日 

( う ち受託児童を除く )  ( ８ ２ 人)  ( ３ ， ６ ５ ４ 日)  ( ４ ５ 日)  

 

   

  ◆相談内容別新規入所状況（ 受託児童を除く ）  

 養護 

(被虐待)  

養護 

(その他)  
障害 非行 育成 

保健・  

その他 
合計 

令和５ 年度 ４ ５ 人 １ ２ 人 0 人 ３ 人 ７ 人 0 人 ６ ７ 人 

令和６ 年度 ５ ３ 人 １ ０ 人 ０ 人 １ ６ 人 ３ 人 ２ 人 ８ ４ 人 
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  ◆退所状況（ 受託児童を除く ）  

 
児童福祉 

施設入所 
里親委託 

他の児童相

談所・ 機関

に移送 

家庭裁判所

送致 

帰宅 その他 合計 

令和５ 年度 ５ 人 0 人 ２ 人 0 人 ６ ２ 人 １ 人 ７ ０ 人 

令和６ 年度 １ ４ 人 ２ 人 ０ 人 ０ 人 ４ ７ 人 １ ９ 人 ８ ２ 人 

   

どの児童相談所でも 、 児童虐待の増加等によ り 、 近年、一時保護需要が増えています。荒

川区では、家庭的な雰囲気を大切にしつつ、安心・ 安全に配慮した一時保護所での生活を提

供し 、 児童の将来を見据えた支援を行っています。  

 

 

（ ２ ） 一時保護委託 

子ども の一時保護は、 児童相談所の一時保護所において行う 他、 子ども の状況によって、

適切な場所に一時保護を委託するこ と ができます。  

主な委託先と しては、児童養護施設・ 乳児院・ 里親・ 障害児入所施設・ 病院等があり ます。  

 

  ◆相談内容別新規一時保護委託状況 

 養護 

(被虐待)  

養護 

(その他)  
障害 非行 育成 

保健・  

その他 
合計 

令和５ 年度 １ 人 ３ 人 ２ 人 ０ 人 １ 人 １ 人 ８ 人 

令和６ 年度 ２ ９ 人 １ ９ 人 ０ 人 １ 人 ０ 人 ０ 人 ４ ９ 人 

   

  ◆解除状況 

 
児童福祉 

施設入所 
里親委託 

他の児童相

談所・ 機関

に移送 

家庭裁判所

送致 

帰宅 その他 合計 

令和５ 年度 ４ 人 ２ 人 ３ 人 0 人 １ 人 ０ 人 １ ０ 人 

令和６ 年度 ４ 人 ０ 人 ２ ３ 人 ０ 人 １ ７ 人 １ 人 ４ ５ 人 
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４  社会的養育について 

（ １ ） 社会的養育と は   

様々な事情によ り 家庭で養育できない児童が、施設や里親家庭などで養育される「 社会的

養護」 だけでなく 、養子縁組の成立や家庭復帰後を含めた家庭で生活する子ども たちが、生

まれ育った環境に寄らず、家庭や家庭と 同様の養育環境において、健やかに育ち、自立でき

るよ う 、 状況や課題に応じた養育・ ケアを行う こ と を「 社会的養育」 と 言います。  

東京都では「 東京都社会的養育推進計画」 を策定し 、以下のよ う な取り 組みを行っていま

す。  

  ○家庭と 同様の環境における養育の推進 

   ・ 里親制度の普及、 里親に対する支援 

   ・ 特別養子縁組に関する取組の推進  など  

  ○施設におけるできる限り 良好な家庭的環境の整備 

   ・ 施設の小規模化 

   ・ 施設の多機能化  など  

  ○社会的養護のも と で育つ子ども たちの自立支援 

   ・ ジョ ブ・ ト レーナーの充実 

   ・ 高校在学中の学習支援の充実  など  

  ○児童相談所の体制強化 

  ○一時保護児童への支援体制の強化 

  ○子ども ・ 子育て家庭を支えるための取組 

荒川区では、 東京都の社会的養育推進計画に則り 、 里親制度の普及や里親支援を中心に、

社会的養育の環境整備を進めています。  
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（ ２ ） 社会的養育の状況 

 様々な事情によ り 家庭で生活できない児童や、親による虐待のため家庭で生活するこ と が

難しい場合、乳児院や児童養護施設等に入所するこ と があり ます。個々の事情に応じて、施

設や里親など、子ども の安心・ 安全が守られる場所で生活できるよ う 、生活の場を選んでい

きます。  

 

荒川区の「 里親制度」 では、 以下の４ 種類の制度があり ます。  

養育家庭（ 里親）  

養子縁組を目的と せずに、 一定期間子ども を養育する里親で

す。 実親の状況によ り 途中で元の家庭に戻るこ と も あり ます。

短期間のみ子ども を預かる家庭も あり ます。  

専門養育家庭 

専門的ケアを必要と する被虐待児、非行等の問題や障害等を有

する子ども を、 養子縁組を目的と せずに、 一定期間養育する里

親です。  

親族里親 
実親が死亡、 行方不明、 疾病等で養育できない場合に、 祖父母

等の３ 親等内の親族が子ども を養育する里親です。  

養子縁組里親 養子縁組を目的と して、 子ども を養育する里親です。  

 

荒川区の社会的養育の現状は以下のと おり です。  

◆児童福祉施設措置状況（ 各年度末在籍数）  

 
乳児院 

児童養護 

施設 

障害児 

入所施設 

児童心理 

治療施設 

児童自立 

支援施設 
合計 

令和５ 年度 ４ 名 ３ ９ 名 ５ 名 １ 名 ０ 名 ４ ９ 名 

令和６ 年度 ４ 名 ４ ５ 名 ５ 名 ０ 名 １ 名 ５ ５ 名 

 

◆里親委託の状況（ 各年度末）  

 委託児童数 里親委託率 

令和５ 年度 7 名 １ ４ ． ０ ％ 

令和６ 年度 ５ 名 ９ ． ３ ％ 

※里親委託率＝里親・ ﾌｧﾐﾘ ﾎーー ﾑ委託児童数／乳児院・ 児童養護施設入所児童数＋里親・

ﾌｧﾐﾘ ﾎーー ﾑ委託児童数）  
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◆里親登録数（ 各年度末時点）  

 養育家庭（ 里親）  専門養育家庭 親族里親 養子縁組里親 

令和５ 年度 １ ４ 家庭 １ 家庭 ０ 家庭 ８ 家庭 

令和６ 年度 １ ５ 家庭 １ 家庭 ０ 家庭 １ １ 家庭 

  ※養育家庭（ 里親） のう ち専門養育家庭と して１ 家庭が登録されています。  

※養育家庭（ 里親） と 養子縁組里親の両方に登録する里親は５ 家庭あり ます。  

      

荒川区では、里親に対する理解が深まるよ う 里親制度の普及促進に取り 組み、里親家庭で

子ども が安心して生活できるよ う 、 支援を進めていきます。  

 荒川区では、 下図のよ う なチーム養育体制で里親と 委託児童を支えています。  

フォスタ リ ング機関と は、荒川区の委託を受け、里親支援事業を包括的に実施する機関です。 

  里親支援事業 ・ 講演会や出前講座などによる里親制度の普及促進、 里親の新規開拓 

         ・ 里親の研修等の里親ト レーニング 

         ・ マッ チング支援、 里親養育への支援  など  

 

基礎自治体の児童相談所と して、こ れまで以上に学校をはじめと した地域の関係機関など

と 連携し 、 里親の皆さ んの支援を進めています。  
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５  基礎自治体の児童相談所と しての事業 

荒川区子ども家庭総合センターは、比較的小規模な自治体にできた児童相談所の特徴の一

つと して、子ども家庭支援センターの機能も有しています。基礎自治体ならではの、関係機

関同士が顔の見える関係を構築している中で、虐待だけでなく 、様々な事情によ り 保護者に

よる子ども の養育ができない場合には、関係各部署と 連携し 、様々な支援を実施しています。 

また、地域と の連携強化にも取り 組んでおり 、学校・ 教育委員会と の連携は基礎自治体の

児童相談所ならではのものです。  

 

（ １ ） ２ ４ 時間３ ６ ５ 日体制 

荒川区では、児童虐待の相談や子育てに関する相談に迅速に対応し 、子ども を虐待から守

る体制を強化するため、通告者や相談者からの電話を２ ４ 時間３ ６ ５ 日確実に受け付けるこ

と のできる体制を確保しています。  

相談があった場合には、必要に応じて子ども家庭総合センター職員が児童の安全を確認し

たり 、 他の機関に繋げたり しながら 、 個々の事情に寄り 添いながら対応しています。（ 電話

番号等はＰ １ ０ 参照）  

         ◆２ ４ 時間・ ３ ６ ５ 日体制の電話相談受付状況 

 Ｒ ２  Ｒ ３  Ｒ 4  Ｒ 5  R６  

あら かわキッ ズ・ ファ ミ リ ーコール２ ４  1 ,5 0 9 件 1 ,2 5 4 件 1 ,0 6 9 件 1 ,2 2 5 件 1 ,0 4 6 件 

１ ８ ９  1 3 8 件 2 0 5 件 2 6 1 件 2 6 6 件 2 8 9 件 

※１ ８ ９ については、 令和２ 年度は、 令和２ 年７ 月～令和３ 年３ 月の状況 
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（ ２ ） ショ ート ステイ事業 

保護者の疾病等の理由によ り 、家庭において児童を養育するこ と が一時的に困難と なった

場合、お子さ んを短期間、協力家庭や施設で養育・ 保護を行う こ と によ り 、 児童と 家庭の福

祉の向上を図るこ と を目的と した事業です。  

 対象年齢 利用期間 基本負担額 実施施設 

①乳幼児ショ ート ス

テイ  
０ 歳・ １ 歳 

原則１ 回７ 日以

内 １ 人当たり １ 日

3 ,0 0 0 円 

日赤附属乳児院

（ 渋谷区広尾）  

②ショ ート ステイ  

２ 歳から  

中学３ 年生 

児童養護施設ク

リ スマス ・ フォ

レスト （ 荒川区

荒川八丁目）  

③協力家庭ショ ート

ステイ  

原則月７ 日以内 区内協力家庭 

※負担額には減免制度あり  

 

 協力家庭ショ ート ステイ事業は、平成３ ０ 年１ ０ 月から開始しました。協力家庭ショ ート

ステイでは、一般のご家庭で、できるだけ普段の生活と 変わらない形でお子さ んをお預かり

するこ と ができます。 ショ ート ステイの延べ利用日数は以下のと おり です。  

◆ショ ート ステイ事業利用の延べ利用日数 

 Ｒ ２  Ｒ ３  R4  R５  R６  

乳幼児ショ ート ステイ  2 7 日 6 8 日 8 3 日 1 2 6 日 2 4 3 日 

ショ ート ステイ  7 2 日 8 0 日 1 7 4 日 4 3 5 日 6 5 5 日 

協力家庭ショ ート ステイ  2 0 7 日 3 4 4 日 5 0 3 日 4 9 9 日 5 6 3 日 

※令和２ 年度～３ 年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に受け

入れを停止した時期があり ます。  

 

（ ３ ） 関係諸機関、 地域と の連携 

 基礎自治体に開設された児童相談所と して、関係機関と のスピード 感ある連携は、大きな

特徴の一つです。乳幼児健診、ひと り 親相談、ＤＶ相談と いった相談等の担当部署と の連携

や、 警察、 地域の医療機関、 社会福祉協議会、 民生・ 児童委員の皆様、 子ども食堂などの活

動をされている地域の皆様などと も 、児童相談所開設前から児童相談所の開設に理解を頂き 、

開設後には、 物心両面の近さ を生かした対応がと れています。  
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（ ４ ） 学校・ 教育委員会と の連携 

 学校や教育委員会、子ども家庭総合センターによる協力体制を構築・ 強化するこ と によ り 、

スムーズな連携が図られるよ う 、令和２ 年度には冊子「 荒川区内小中学校と 子ども家庭総合

センターの連携について」 を作成し 、 教職員へ配布しました。  

また、連携体制の構築と あわせて、虐待防止についての更なる啓発のために「 児童虐待防

止対応マニュアル」 を区立小・ 中学校の全教員や幼稚園・ こ ども 園も含めた関係機関に配布

すると と も に、令和５ 年度には、全中学校にスク ールソーシャルワーカーが配置され、中学

校区内の小学校も含めた定期的な巡回によ り 、子ども ・ 保護者・ 教員の相談に速やかに対応

できる体制が整備されてきたと こ ろです。  

こ のよ う な取組と あわせて、要保護児童対策地域協議会の枠組みの中で、学校や教育セン

ター、スク ールソーシャルワーカーと の定期的な会議によ り 情報を共有するこ と で、日常の

学校生活等から虐待に限らず児童や生徒、ご家庭の困り ごと 等の兆しを早期に発見し 、迅速

な対応を目指しており 、 こ れまで以上に学校等と の連携強化が図られています。  
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１ 　 相談受付状況

（ １ ） 経路別受付状況

児

童

相

談

所

福

祉

事

務

所

保

健

セ

ン

タ

ー

そ

の

他

福

祉

事

務

所

児

童

委

員

保

健

セ

ン

タ

ー

そ

の

他

保

育

所

児

童

福

祉

施

設

指

定

発

達

支

援

医

療

機

関

男 2 0 1 2 0 2 5 0 0 0 3 9 9 0 0 0

女 1 6 1 1 0 1 4 0 0 0 4 2 4 0 0 0

計 3 6 2 3 0 3 9 0 0 0 7 1 1 1 3 0 0 0

男 2 2 1 0 0 3 7 0 0 0 3 1 6 5 0 0 0

女 2 0 6 0 3 1 0 0 0 5 5 2 0 0 0

計 4 2 1 6 0 6 8 0 0 0 8 2 1 7 0 0 0

男 2 1 1 9 0 4 3 0 0 0 5 2 5 5 0 0 0

女 1 8 1 1 0 2 5 0 0 0 5 1 8 1 4 0 0 0

不明 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 3 9 3 0 0 7 1 0 0 0 1 0 4 3 1 9 0 0 0

令

和

5

年

度

令

和

6

年

度

令

和

4

年

度

都 道 府 県 ・

指 定 都 市 ・ 中 核 市
市 区 町 村

認

定

こ

ど

も

園

児

童

家

庭

支

援

セ

ン

タ

ー

児 童 福 祉 施 設 ・

指 定 発 達 支 援

医 療 機 関

※　 福祉行政報告例における経路種別が令和４ 年度よ り 一部変更。

　 　 都道府県・ 指定都市・ 中核市の項目に児童相談所を設置する特別区を含むと さ れた。

※　 令和６ 年度よ り 性別不明の区分を追加。
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稚
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教

育

委

員

会

等

1 4 6 2 2 3 5 1 3 9 5 0 0 1 7 9 5 4 6 7 1 6 0 9

1 0 1 2 2 2 7 0 4 2 4 1 0 9 7 3 4 1 0 7 2 4 4 3

2 4 7 4 4 5 1 2 1 8 1 9 1 0 2 7 6 8 8 1 6 1 4 3 1 ,0 5 2

1 4 7 5 2 9 5 0 4 7 3 0 0 2 2 6 5 8 5 6 9 6 8 7

1 2 2 0 2 2 1 1 2 4 1 3 0 1 1 4 0 5 6 1 2 6 2 5 4 1

2 6 9 5 5 1 1 6 2 8 8 6 0 1 3 6 6 1 1 4 1 7 1 3 1 1 ,2 2 8

1 8 1 3 3 9 5 2 4 8 6 0 0 2 1 2 3 7 7 8 3 7 4 1

1 1 0 3 3 4 1 5 1 4 8 4 0 0 1 5 7 2 6 1 0 5 5 5 5 4

1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 2 7

2 9 2 6 8 7 2 0 3 9 6 1 0 0 0 3 7 1 6 9 1 8 1 3 8 1 ,3 2 2

学 校 等

計

そ

の

他

児

童

本
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人

家

族

・
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委

員

里

親
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庭

裁

判

所

警

察

等
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（ ２ ） 相談内容別受付状況＜男女別＞
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相

談

視

聴

覚

障

害

相

談

言

語

発

達

障

害

等
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害

相

談

知

的

障

害

相

談

発

達

障

害

相

談

男 2 8 1 8 6 1 1 0 0 0 8 4 2

女 2 3 5 6 4 0 3 0 0 0 2 8 0

計 5 1 6 1 5 0 1 4 0 0 0 1 1 2 2

男 3 5 6 8 4 0 4 0 0 0 8 0 1

女 3 0 1 7 8 0 3 0 0 0 4 2 0

計 6 5 7 1 6 2 0 7 0 0 0 1 2 2 1

男 3 7 2 1 1 5 0 0 0 0 0 7 0 1

女 2 8 5 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0

不明 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0

計 6 5 7 2 4 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1

※　 令和６ 年度よ り 性別不明の区分を追加。

令

和

４

年

度

障害相談
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年

度
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年

度
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談
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等
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児
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1 1 3 5 6 1 2 4 2 2 5 4 6 8 7

6 3 3 2 9 1 1 4 5 2 5 4 1

1 7 6 8 8 2 1 5 3 6 1 0 6 1 ,2 2 8

1 0 5 7 6 4 0 2 2 6 9 7 4 4

1 3 1 3 3 8 0 9 6 1 5 5 4

0 0 0 0 0 0 7 2 4

2 3 6 1 0 9 1 2 0 3 1 1 3 7 1 ,3 2 2

計

非行相談 育成相談 そ
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他
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（ ３ ） 相談内容別受付状況＜年齢別＞
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1歳 3 5 1 3 1 0 0 0 0 1 0

2歳 5 2 1 2 0 0 0 0 0 5 0

3歳 3 9 1 3 0 0 0 0 0 8 0

4歳 3 5 9 0 0 0 0 0 8 0

5歳 4 4 7 0 0 0 0 0 7 1

6歳 4 1 6 0 0 0 0 0 1 4 0

7歳 4 6 8 0 0 0 0 0 3 0

8歳 4 9 1 5 0 0 0 0 0 4 0

9歳 4 3 9 0 0 0 0 0 4 0

1 0歳 4 9 1 4 0 0 0 0 0 7 0

1 1歳 3 5 6 0 0 0 0 0 4 0

1 2歳 3 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0

1 3歳 3 0 5 0 0 0 0 0 7 0

1 4歳 2 3 8 0 0 0 0 0 1 2 0

1 5歳 2 7 7 0 0 0 0 0 3 0

1 6歳 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0

1 7歳 1 5 7 0 0 0 0 0 1 0

1 8歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢不詳 0 6 0 0 0 0 0 0 0

計 6 5 7 2 4 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1
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和
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0 0 0 0 0 5 8 6 3

0 0 0 0 0 6 1 1 8 6

0 0 0 0 0 5 7 7 2

0 0 0 0 0 6 7 6 5

0 0 0 0 0 3 9 7 1

0 0 8 0 0 0 4 7 3

1 0 6 0 0 0 4 6 8

0 0 9 0 0 0 8 8 5

1 0 1 5 0 0 0 6 7 8

0 0 1 2 3 0 0 4 8 9

1 3 6 2 0 0 5 6 2

1 1 1 9 1 0 0 4 7 4

2 2 1 4 2 0 0 3 6 5

4 0 5 2 0 0 7 6 1

6 0 8 1 0 0 4 5 6

7 0 6 1 0 0 3 5 5
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0 0 0 0 0 0 2 0 2 6
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の
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談

計
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２ 　 相談対応状況

（ １ ） 相談内容別対応状況

助

言
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導

継

続

指

導

他

機

関

あ

っ

せ

ん

児 童 虐 待 相 談 5 8 5 2 1 1 3 1 9 0 0 0 0

そ の 他 の 相 談 1 1 6 2 8 1 3 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

肢 体 不 自 由 相 談 1 2 0 0 0 0 0 0

視 聴 覚 障 害 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0

言 語 発 達 障 害 等 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0

重 症 心 身 障 害 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0

知 的 障 害 相 談 9 9 0 0 0 0 0 0 0

発 達 障 害 相 談 1 1 0 0 0 0 0 0

ぐ 犯 行 為 等 相 談 1 6 1 0 5 0 0 0 0

触 法 行 為 等 相 談 2 0 0 0 0 0 0 0

性 格 行 動 相 談 7 7 9 1 2 0 0 0 0

不 登 校 相 談 8 2 0 0 0 0 0 0

適 性 相 談 1 0 0 0 0 0 0 0

育 児 ・ し つ け 相 談 2 3 4 0 0 0 0 0 0

2 4 0 0 1 0 0 0 0

9 5 4 6 8 1 5 5 8 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 8 4
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7

8 0 4 0 0 0 0 0 9 6 1 3 3

8 2 1 6 0 0 0 0 0 1 0 6 1 ,2 2 7

計
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（ ２ ） 被虐待児童虐待内容別対応状況＜相談経路別＞

児

童

相

談
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福

祉

事

務

所

保

健

セ

ン

タ

ー

そ

の

他

福

祉

事

務

所

児

童

委

員

保

健

セ

ン

タ

ー

そ

の

他

保

育

所

児

童

福

祉

施

設

指

定

発

達

支

援

医

療

機

関

身 体 的 虐 待 2 3 0 9 0 0 0 0 3 2 0 0

性 的 虐 待 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

心 理 的 虐 待 1 8 1 5 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0

保護の怠慢・ 拒否

（ ネ グ レ ク ト ）
3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

計 2 6 1 9 0 1 4 0 0 0 0 7 3 0 0

身 体 的 虐 待 7 4 0 1 8 0 0 0 1 1 1 1 0 0

性 的 虐 待 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

心 理 的 虐 待 1 4 4 0 1 5 0 0 0 0 3 1 0 0

保護の怠慢・ 拒否

（ ネ グ レ ク ト ）
0 1 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0

計 2 1 9 0 3 7 0 0 0 1 2 0 2 0 0

身 体 的 虐 待 4 7 0 1 4 0 0 0 6 1 3 3 4 0

性 的 虐 待 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

心 理 的 虐 待 1 2 1 4 0 1 6 0 0 0 1 1 3 1 0 0

保護の怠慢・ 拒否

（ ネ グ レ ク ト ）
4 0 0 6 0 0 0 0 7 2 0 0

計 2 1 2 1 0 3 6 0 0 0 7 3 3 6 4 0

令

和

4

年

度

都 道 府 県 ・

指 定 都 市 ・ 中 核 市
市 区 町 村

児 童 福 祉 施 設 ・

指 定 発 達 支 援

医 療 機 関

児

童

家

庭

支

援

セ

ン
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ー

※　 福祉行政報告例における経路種別が令和４ 年度よ り 一部変更。

　 　 都道府県・ 指定都市・ 中核市の項目に児童相談所を設置する特別区を含むと さ れた。
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0 3 1 0 3 0 3 3 6 0 0 0 2 8 6 3 2 1 6 3

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4

0 1 8 9 0 4 2 0 3 1 1 0 0 4 8 1 7 3 5 1 4 0 3
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（ ３ ） 被虐待児童虐待内容別対応状況＜主たる虐待者別＞

実

父

実

父

以

外

の

父

親

実

母

実

母

以

外

の

母

親

そ

の

他

計

身 体 的 虐 待 6 0 5 6 4 0 0 1 2 9

性 的 虐 待 3 0 0 0 0 3

心 理 的 虐 待 1 6 4 1 0 1 3 2 0 0 3 0 6

保護の怠慢・ 拒否

（ ネ グ レ ク ト ）
7 0 3 6 0 0 4 3

計 2 3 4 1 5 2 3 2 0 0 4 8 1

身 体 的 虐 待 7 9 5 1 0 5 1 1 1 9 1

性 的 虐 待 1 1 0 0 0 2

心 理 的 虐 待 2 2 0 1 1 1 6 6 0 8 4 0 5

保護の怠慢・ 拒否

（ ネ グ レ ク ト ）
4 1 4 7 0 0 5 2

計 3 0 4 1 8 3 1 8 1 9 6 5 0

身 体 的 虐 待 6 4 1 2 7 9 3 5 1 6 3

性 的 虐 待 2 0 1 0 1 4

心 理 的 虐 待 2 1 5 2 2 1 2 9 1 3 6 4 0 3

保護の怠慢・ 拒否

（ ネ グ レ ク ト ）
1 3 1 6 0 0 8 8 2

計 2 9 4 3 5 2 6 9 4 5 0 6 5 2
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度

令
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度
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（ ４ ） 被虐待児童虐待内容別対応状況＜年齢別＞

身

体

的

虐

待

性

的

虐

待

心

理

的

虐

待

保

護

の

怠

慢

・

拒

否

（

ネ

グ

レ

ク

ト

）

計

0歳 3 0 2 4 7 3 4

1歳 1 0 3 1 4 3 6

2歳 1 1 0 3 1 5 4 7

3歳 6 0 1 9 7 3 2

4歳 9 0 2 8 3 4 0

5歳 9 0 2 7 5 4 1

6歳 1 6 0 3 0 6 5 2

7歳 1 2 0 2 6 4 4 2

8歳 1 5 2 3 0 1 1 5 8

9歳 1 4 0 2 6 1 4 1

1 0歳 1 7 1 1 7 3 3 8

1 1歳 1 0 1 2 6 4 4 1

1 2歳 1 2 0 8 5 2 5

1 3歳 8 0 1 9 2 2 9

1 4歳 4 0 1 5 4 2 3

1 5歳 6 0 1 8 4 2 8

1 6歳 6 0 1 5 2 2 3

1 7歳 4 0 1 1 5 2 0

1 8歳以上 0 0 2 0 2

計 1 6 3 4 4 0 3 8 2 6 5 2

令

和

6

年

度
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３ 　 一時保護状況

（ １ ） 相談内容別新規入所状況＜年齢別＞

児

童

虐

待

相

談

そ

の

他

の

相

談

0～5歳 2 2 0 0 0 0 4

6～1 1歳 1 4 5 0 1 3 0 2 3

1 2～1 4歳 1 4 1 0 1 1 0 1 7

1 5歳以上 6 0 0 4 6 0 1 6

計 3 6 8 0 6 1 0 0 6 0

0～5歳 9 3 0 0 0 0 1 2

6～1 1歳 2 8 2 0 1 2 0 3 3

1 2～1 4歳 1 6 4 0 1 4 0 2 5

1 5歳以上 3 2 0 1 0 0 6

計 5 6 1 1 0 3 6 0 7 6

0～5歳 8 4 0 0 0 0 1 2

6～1 1歳 2 8 0 0 0 0 0 2 8

1 2～1 4歳 1 2 1 0 7 3 1 2 4

1 5歳以上 6 5 0 9 0 1 2 1

計 5 4 1 0 0 1 6 3 2 8 5

計

令

和

４

年

度

令

和

５

年

度

令

和

６

年

度

養 護 相 談 障

害

相

談

非

行

相

談

育

成

相

談

保

健

相

談

・

そ

の

他
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（ ２ ） 保護人数及び延日数

前年度から 継続 新規入所 合計

9 6 6 7 5 3 ,4 3 3 9 .4

（ 8 ） （ 6 0 ） （ 6 8 ） （ 3 ,2 4 8 ） （ 8 .9 ）

1 3 7 6 8 9 3 ,3 9 7 9 .3

（ 1 3 ） （ 6 7 ） （ 8 0 ） （ 3 ,2 3 5 ） （ 8 .9 ）

1 0 8 5 9 5 4 ,2 9 5 1 1 .8

（ 1 0 ） （ 8 4 ） （ 9 4 ） （ 4 ,2 7 6 ） （ 1 1 .7 ）（ う ち受託児童を除く ）

年間保護人数

年間保護延日数

（ A）

１ 日平均延人数

（ （ A） ÷3 6 5 ）

　 令和４ 年度

（ う ち受託児童を除く ）

　 令和５ 年度

（ う ち受託児童を除く ）

　 令和６ 年度
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（ ３ ） 相談内容別退所状況

児 童 虐 待 相 談 5 0 3 0 2 7 0 3 5

そ の 他 の 相 談 1 0 0 0 6 0 7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 2 0 5

4 0 0 0 1 3 8

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 6 0 3 6 3 5 5

児 童 虐 待 相 談 3 0 1 0 4 4 0 4 8

そ の 他 の 相 談 2 0 1 0 9 0 1 2

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 0 4

0 0 0 5 1 6

0 0 0 0 0 0 0

5 0 2 0 6 2 1 7 0

児 童 虐 待 相 談 5 2 0 0 3 2 1 3 5 2

そ の 他 の 相 談 2 0 0 0 4 1 7

0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 7 1 1 2

1 0 0 0 2 0 3

2 0 0 0 2 4 8

1 4 2 0 0 4 7 1 9 8 2

そ

の

他

計

児

童

福

祉

施

設

入

所

里

親

委

託

他

の

児

童

相

談

所

・

機

関

に

移

送

家

庭

裁

判

所

送

致

帰

宅

令

和

４

年

度

養護

相談

障 害 相 談

非 行 相 談

育 成 相 談

保 健 相 談 ・ そ の 他

計

令

和

５

年

度

養護

相談

障 害 相 談

非 行 相 談

育 成 相 談

保 健 相 談 ・ そ の 他

計

令

和

６

年

度

養護

相談

障 害 相 談

非 行 相 談

育 成 相 談

保 健 相 談 ・ そ の 他

計
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（ ４ ） 退所児童の保護期間

年 間 退 所 児 童 数 保 護 延 日 数
退 所 児 童 １ 人 当 た り

平 均 保 護 日 数

（ Ａ ） （ Ｂ ） （ B／Ａ ）

6 2 3 ,5 0 4 5 7

5 5 3 ,2 6 8 5 9

7 9 3 ,3 9 2 4 3

7 0 3 ,2 3 0 4 6

8 3 3 ,6 7 3 4 4

8 2 3 ,6 5 4 4 5

（ う ち受託児童を除く ）

　 令和６ 年度

（ う ち受託児童を除く ）

　 令和４ 年度

（ う ち受託児童を除く ）

　 令和５ 年度
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４ 　 一時保護委託状況

（ １ ） 相談内容別新規一時保護委託状況＜年齢別＞

児

童

虐

待

相

談

そ

の

他

の

相

談

0～5歳 0 8 0 0 0 0 8

6～1 1歳 1 5 0 0 0 0 6

1 2～1 4歳 2 0 0 0 0 1 3

1 5歳以上 0 0 0 0 1 0 1

計 3 1 3 0 0 1 1 1 8

0～5歳 0 2 0 0 0 0 2

6～1 1歳 1 0 2 0 0 0 3

1 2～1 4歳 0 0 0 0 0 0 0

1 5歳以上 0 1 0 0 1 1 3

計 1 3 2 0 1 1 8

0～5歳 7 1 0 0 0 0 0 1 7

6～1 1歳 1 7 2 0 0 0 0 1 9

1 2～1 4歳 3 0 0 0 0 0 3

1 5歳以上 2 7 0 1 0 0 1 0

計 2 9 1 9 0 1 0 0 4 9

計

令

和

４

年

度

令

和

５

年

度

令

和

６

年

度

養 護 相 談 障

害

相

談

非

行

相

談

育

成

相

談

保

健

相

談

・

そ

の

他
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（ ２ ） 相談内容別一時保護委託解除状況＜対応状況別＞

児 童 虐 待 相 談 0 0 2 0 1 0 3

そ の 他 の 相 談 2 0 1 0 1 2 0 1 5

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 0 3 0 1 3 0 1 8

児 童 虐 待 相 談 0 0 1 0 0 0 1

そ の 他 の 相 談 1 1 0 0 1 0 3

1 0 1 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 2

1 1 0 0 0 0 2

4 2 3 0 1 0 1 0

児 童 虐 待 相 談 4 0 1 7 0 6 0 2 7

そ の 他 の 相 談 0 0 6 0 1 0 1 1 7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 0 2 3 0 1 7 1 4 5

令

和

６

年

度

養護

相談

障 害 相 談

非 行 相 談

育 成 相 談

保 健 相 談 ・ そ の 他

計

令

和

５

年

度

養護

相談

障 害 相 談

非 行 相 談

育 成 相 談

保 健 相 談 ・ そ の 他

計

そ

の

他

計

令

和

４

年

度

養護

相談

障 害 相 談

非 行 相 談

育 成 相 談

保 健 相 談 ・ そ の 他

計

児

童

福

祉

施

設

入

所

里

親

委

託

他

の

児

童

相

談

所

・

機

関

に

移

送

家

庭

裁

判

所

送

致

帰

宅
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（ ３ ） 相談内容別一時保護委託解除状況＜委託先別＞

児

童

養

護

施

設

乳

児

院

児

童

自

立

支

援

施

設

児

童

心

理

治

療

施

設

障

害

児

入

所

施

設

そ

の

他

の

施

設

児 童 虐 待 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

そ の 他 の 相 談 0 0 7 0 0 0 4 2 2 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 0 0 0 4 2 5 1 8

児 童 虐 待 相 談 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

そ の 他 の 相 談 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

0 2 1 0 0 2 0 3 2 1 0

児 童 虐 待 相 談 0 8 5 0 0 0 1 0 2 2 2 7

そ の 他 の 相 談 0 1 4 0 0 0 6 6 0 1 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 9 0 0 0 1 6 8 3 4 5

令

和

６

年

度

養護

相談

障 害 相 談

非 行 相 談

育 成 相 談

保 健 相 談 ・ そ の 他

計

令

和

５

年

度

養護

相談

障 害 相 談

非 行 相 談

育 成 相 談

保 健 相 談 ・ そ の 他

計

令

和

４

年

度

養護

相談

障 害 相 談

非 行 相 談

育 成 相 談

保 健 相 談 ・ そ の 他

計

計

警

察

等

児童福祉施設 里

親

そ

の

他
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５ 　 児童福祉施設等措置状況

（ １ ） 児童福祉施設新規措置状況

乳

児

院

児

童

養

護

施

設

障

害

児

入

所

施

設

児

童

心

理

治

療

施

設

児

童

自

立

支

援

施

設

計

令 和 ４ 年 度 4 5 0 1 0 1 0

令 和 ５ 年 度 2 1 0 1 0 0 1 3

令 和 ６ 年 度 2 1 2 1 0 1 1 6

（ ２ ） 児童福祉施設措置状況＜年度末時点＞

乳

児

院

児

童

養

護

施

設

障

害

児

入

所

施

設

児

童

心

理

治

療

施

設

児

童

自

立

支

援

施

設

計

令 和 ４ 年 度 8 3 4 4 2 0 4 8

令 和 ５ 年 度 4 3 9 5 1 0 4 9

令 和 ６ 年 度 4 4 5 5 0 1 5 5

（ ３ ） 　 里親委託状況

令 和 ４ 年 度

令 和 ５ 年 度

令 和 ６ 年 度

※里親委託率＝里親・ ファ ミ リ ーホーム委託児童数／（ 乳児院・ 児童養護施設入所児童数＋里親・ ファ ミ リ ー

ホーム委託児童数）

年度末時点

委託児童数

年度末時点

里親委託率

0

7 1 4 .2 %

5 9 .3 %

新　 　 　 規

委託児童数

1

2 7 1 4 .0 %
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６ 　 事業実施状況

（ １ ） 電話相談受付状況

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

あ ら か わ キ ッ ズ ・ マ ザ ーズ コ ール ２ ４ 1 ,5 0 9件 1 ,2 5 4件 1 ,0 6 9件 1 ,2 2 5件 1 ,0 4 6件

児 童 相 談 所 虐 待 対 応 ダ イ ヤ ル

（ １ ８ ９ ）
1 3 8件 2 0 5件 2 6 1件 2 6 6件 2 8 9件

（ ２ ） ショ ート ステイ利用状況＜延日数＞

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

乳 幼 児 シ ョ ー ト ス テ イ 2 7日 6 8日 8 3日 1 2 6日 2 4 3日

シ ョ ー ト ス テ イ 7 2日 8 0日 1 7 4日 4 3 5日 6 5 5日

協 力 家 庭 シ ョ ー ト ス テ イ 2 0 7日 3 4 4日 5 0 3日 4 9 9日 5 6 3日

※児童相談所虐待対応ダイヤルは、 令和２ 年７ 月から開始

※令和２ 年度及び３ 年度については、 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 一時的に受入れを停止した

時期あり 。
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